
令和７年１２月３(水) 

 

防災対策についてみんなで考えてみましょう 

                                          鹿児島県専門防災アドバイザー 堀之内広子 

●大事なことは「助かる」ために何をするかです 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●日常の「備え」の知識 

 

 

       

 

医療ケア児に対応可能な避難先が場合によっては遠方になるかもしれません。 

支援者のネットワークは大事です 
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R7.12.3  家族会交流会資料
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・乾電池やトイレットペーパーなど日用品の備蓄 

・電灯やランタンなどの置き場を決めておく 

・ローソクは基本的には使用をひかえる 

火災や着衣着火など注意が必要 

・備蓄は使用期限など注意する 

 

ケアを受けている本人はもちろんですが 

支える家族に必要な物品もリスト化しておきましょう 

友人や親族などにも協力をもらい 

必要な物品の預かりやリストの共有なども検討して 

みましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                       家族との災害発生時の家族との集合場所や連絡 

                                       方法なども話し合っておきましょう 

 

 

                                       

 

備えあれば憂いなし「守るのは生命」です 

  自分に出来ることを精一杯やっていく「それが災害時大切なことです」 

下水道や浄化槽の安全を確認できるまでは使

用できないこともあります。 

マンションなどで上の階から不用意に流すことで

下の階のトイレから汚水があふれることもありま

すので注意が必要です。。 
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